
「染髪や服装を指導することの法的適合性について」 

令和７年度 2 月末保護者会資料の再掲  

八王子市立陶鎔小学校長 中野 智彦 

 

（１）「校則」とは？…『生徒指導提要』（令和４年 12 月改訂版）より 

  ・児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられ 

る決まり。 

  ・学校教育目標を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校・地域の 

状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により制定されるもの。 

 

（２）校則の有意性について 

 ①日本人の倫理観や道徳性の観点から 

   以下のような日本社会の良さは、海外と比べると校則指導が機能している学校教育が 

 大きく影響していると考えられます。 

   ・日本は海外と比べて治安が非常によく、スリなどの軽犯罪率が非常に低い。 

・落し物が持ち主に戻ってくる確率も、公共交通の定時制も、清掃が行き届いていて 

 衛生環境に優れていることなど、海外とは比べ物にならない。 

・被災地における人々の秩序だった行動。 

 

②人権とＴＰＯの観点から 

    人権とＴＰＯが区別できていない風潮が一部の大人の中にもあります。髪型・髪色、 

服装は自由に決定する権利がありますが、それはあくまでも私的な領域での話です。 

ＴＰＯは他者がいる環境での話なので、自分の価値観で一方的に決められるものでは 

   ありません。 

   →学校は他者と日々を過ごすことを前提とした学習活動の場であるから、公の場所であ 

り、当然、ＴＰＯを認識した行動をとるべき場である…と言えます。 

  

③法的正当性があり、社会通念に反しない…という観点から（判例：大阪地裁 2021/2/16） 

   ・染髪を禁止するなど髪型を規制する校則は適法。華美な頭髪や服装等を制限すること 

で、児童・生徒に学習や運動等に注力させ、非行を防止する目的は、法律に照らして 

正当な教育目的と言い得る。 

・当該学校に在籍する期間に限って、校則で制約を児童・生徒に課すとしても、過度な負 

 担でもなく、社会通念にも反しない。 

 

以上の①～③は「本郷さくら 総合法律事務所 神内 聡 弁護士」の解説より引用 

「教職員共済だより」2024 年 10 月号（通巻 192 号）所収 

 

（３）教育基本法…第二章「教育の実施に関する基本」（家庭教育）第 10 条から 

  第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和 

のとれた発達を図るよう努めるものとする。              

以上のことから、本校では楢原中学校における校則指導の対象となり得る染髪や髪型、服装 

に関しては、当該の児童本人に是正するように指導をするとともに、当該児童の保護者にも是

正のご協力を依頼するお知らせをします。どうか、ご理解・ご協力ください。   以上です。 


